
理

由

最
近
に
お
け
る
内
外
の
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
す
る
等
の
見
地
か
ら
、
石
油
製
品
及
び
製
品
ア
ル
コ
ー
ル
等
の
関
税
率
の

引
下
げ
、
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
マ
レ
ー
シ
ア
政
府
と
の
間
の
協
定
に
基
づ
く
関
税
の
緊
急
措
置
等
の
導
入

、
暫
定
関
税
率
の
適
用
期
限
の
延
長
、
麻
薬
類
及
び
知
的
財
産
侵
害
物
品
等
を
輸
出
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
制
度
の
導

入
、
輸
入
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
へ
の
生
物
テ
ロ
に
使
用
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
病
原
体
等
の
追
加
、
外
国
貿
易
船
等
に
係
る

積
荷
及
び
旅
客
氏
名
等
に
関
す
る
事
項
の
入
港
前
の
報
告
の
義
務
化
並
び
に
関
税
率
表
の
品
目
分
類
の
調
整
等
に
つ
い
て
、
所

要
の
改
正
を
行
う
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


